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○旅館業の振興指針 新旧対照表 

改正案 現 行 

旅館業の振興指針 

目次 

第一 営業の振興の目標に関する事項 

一 旅館業を取り巻く環境 

二 今後五年間（平成二十六年度末まで）における営業の振興の目標 

第二 旅館業の振興の目標を達成するために必要な事項 

一 営業者が取り組むべき事項 

(一)衛生水準の向上等に関する事項 

(二)経営課題への対処に関する事項 

二 営業者に対する支援に関する事項 

(一)組合及び連合会による営業者への支援 

(二)行政施策及び政策金融による営業者への支援並びに利用者の信頼

の向上 

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項 

一 省エネルギーの強化及び環境保全の推進 

二 食品循環資源等の再生利用の推進 

三 少子・高齢化社会等への対応 

 

四 地域との共生 

旅館業の営業者は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)等を遵守

旅館業の振興指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅館業の営業者は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)等を遵守
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しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図ら

なければならない。 

また、より高い利用者ニーズへの対応など経営上の課題への取組が求め

られている一方、個々の営業者による取組だけでは、十分な対策が講じ

られなかったり、成果を得るまでに時間を要したりする面がある。このた

め、生活衛生同業組合(生活衛生同業組合小組合を含む。以下「組合」とい

う。)及び全国旅館生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)が実

施する共同事業や研修事業、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都

道府県指導センター」という。)等が実施する経営相談による支援に加え、

株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公庫」という。）

本指針は、現在、旅館業が抱えている諸問題を克服し、利用者の要望の

変化に的確に対応できる経営形態に移行できるよう、

による融資等に

より、各営業者の自主的な取組を支援し、もって公衆衛生の向上の計画的

な推進を図ることが必要である。 

計画的に

また、本指針は、旅館業が活力ある発展を遂げるための方策について取

りまとめたものであり、本指針の積極的な活用により、

営業の振興

を図り、もって公衆衛生の向上と利用者の利益の擁護に資することを目的

として定めるものである。営業者及び組合においては、本指針を踏まえ、

行政等と連携を図りつつ、経営の改善等に積極的に取り組み、国民生活の

向上に貢献することが期待される。 

日常生活の質の向

上を実感できる国民生活の実現、活力ある地域社会づくりへの参画、日本

の重要な政策の柱として位置づけられた観光の発展への

しつつ、新たな衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水準の向上を図ら

なければならない。 

貢献など、旅館業

また、より高い利用者の利便への対応等の経営上の課題への取組が求め

られている。しかしながら、個々の営業者による取組だけでは、必ずしも

十分な対策を講じることができず、十分な成果を得るまでに時間を要する

 

面がある。このため、生活衛生同業組合(以下「組合」という。)及び全国

旅館生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)が実施する共同事

業や研修事業、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導セ

ンター」という。)等が実施する経営相談、株式会社日本政策金融公庫によ

る融資等により、各営業者の自主的な取組を支援し、もって公衆衛生の向

上の計画的な推進を図ることが必要である。 

本指針は、現在、旅館業が抱えている諸問題を克服し、利用者の要望の

変化に的確に対応できる経営形態に移行できるよう、営業の振興を計画的

に

また、本指針は、旅館業が活力ある発展を遂げるための方策について取

りまとめたものであり、本指針の積極的な活用により、

図り、もって公衆衛生の向上と利用者の利益の擁護に資することを目的

として定めるものである。営業者及び組合においては、本指針を踏まえ、

行政等と連携を図りつつ、経営の改善等に積極的に取り組み、国民生活の

向上に貢献することが期待される。 

真の豊かさを実感

できる国民生活の実現、地域社会づくりへの貢献など、旅館業の役割を増

大させ、新たな発展の可能性をもたらすものである。 
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の役割を増大させ、新たな発展の可能性をもたらすことが期待される

 

。 

第一 営業の振興の目標に関する事項 

一 旅館業を取り巻く環境 

旅館業は、国民に健全で、快適な宿泊サービスを提供することによ

り、国民生活の充実に大いに寄与してきたところである。旅館業は、

大きく分けて和風様式の旅館営業と洋風様式のホテル営業の二つに分

類でき、施設数の推移を見ると、旅館が、平成十五年度の約六万軒か

ら平成二十年度は約五万千軒に減少し、ホテルが同時期で約八千七百

軒から九千六百軒に増加し、一軒当たりの客室数の推移を見ると、旅

館が同時期で約十五．〇室から約一五．九室に増加し、ホテルが約七

六．五室から約八一．三室に増加している。以上のことから、この五

年間の状況として、旅館営業においては規模の小さな旅館の廃業が、

ホテルにおいては規模の大きなホテルの開業がそれぞれ多い傾向にあ

ったと思われる。 

また、近年、国内旅行の主流は、団体旅行から個人旅行や少人数の

グループ旅行に移るとともに、ニューツーリズム等の旅行形態、宿泊

に対する旅行者ニーズも多様化していることから、泊食分離を導入し

た旅館や、低価格で高稼働率を目指す宿泊特化型のホテル、高価格を

設定した高級小規模旅館、外資系チェーンの高級都市型ホテルなど経

営形態の多様化が進んでいる状況にあるが、経営改善の遅れや、景気

の低迷等社会的環境の変化

 

に対応できず廃業する旅館・ホテルも多く、

 

第一 営業の振興の目標に関する事項 

一 旅館業を取り巻く環境 

旅館業は、国民に健全で、快適な宿泊サービスを提供することによ

り、国民生活の充実に大いに寄与してきたところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、国内旅行の主流は、団体旅行から個人旅行や少人数のグル

ープ旅行に移りつつあり、エコツーリズム等旅行形態の個性化も進み

つつある。このことを反映するかのように、低価格を売りに高稼働率

を維持する宿泊特化型のホテルがある一方、数か月も前に予約が満杯

となる高価格を設定した高級小規模旅館や外資系チェーンの高級都市

型ホテルの開業が続くなど、利用者層の二極化が進む中で、施設及び

設備の老朽化、サービスの質の低下、経営改善の遅れ等により、利用
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それを安価な価格で買収し、料金を低廉にして大量の宿泊客を取り込

む経営手法もみられるなど、所有形態や運営方法についても多様化す

る傾向にある。 

さらに、観光産業全体を取り巻く事項として、平成十八年十二月に

観光立国推進基本法が成立し、観光が二十一世紀における日本の重要

な政策の柱として明確に位置づけられるとともに、同法に基づき平成

十九年六月には、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため観光立国推進基本計画が閣議決定され、平成二十年十

月には観光立国推進基本法（平成十八年法律第百十七号）及び観光立

国推進基本計画を着実に推進し、観光立国を実現するため観光庁が設

立されるなど、今後旅館業を含めた観光関連産業の活性化が期待され

ているところである。 

なお、平成二十年十月以降の世界的金融不況による外国人旅行者の

伸び悩みや平成二十一年四月以降の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ

１）発生に伴う修学旅行等のキャンセルによる宿泊客の減少は、経営

に大きな影響を及ぼしたことから、このような環境においても、旅館

業の振興を図るため、危機への対応について事前に備えておくととも

に、従来にも増して利用者が求める需要

 

の変化に的確に対応できる経

営形態に移行することが重要である。 

二 今後五年間(平成二十六

旅館業は、利用者を宿泊させ

年度末まで)における営業の振興の目標 

る営業であるとともに、

者の要望に十分対応できない体質となり、さらには、

料理を提供す

景気の低迷等社

会的環境の変化を読み切れず、大型旅館や老舗旅館の廃業が加速して

いる。 

 

また、ハンセン病元患者や障害者に対する違法な宿泊拒否、補助犬

を伴う障害者等への配慮など、人権擁護の問題も重要な経営課題とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような環境の中で、旅館業の振興を図るためには、従来にも増

して利用者の要望

 

の変化に的確に対応できる経営形態に移行するこ

とが重要である。 

 

二 今後五年間(平成二十一年度末まで)における営業の振興の目標 

第一に、旅館業は、利用者を宿泊させて料理を提供する営業であり、
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ることも多い営業であることから、安全上及び衛生上の問題に対し

て、特に注意が必要な業態である。具体的には、衛生的な寝具の提供、

浴室等の施設及び設備の衛生管理、食品衛生については、食品の調理、

保存等の衛生的な取扱いなど、利用者の衛生を確保するとともに、火

災や災害に備えることが、営業者の責務である。 

さらに、旅館業は、温泉・名所旧跡などの観光資源に依存している

ところや、都市型のビジネス客に依存しているところがあり、その立

地条件により大きくサービス内容も異なる傾向にあるので、利用者の

需要に応じたサービスの提供を行うことが必要である。さらに、平成

二十年五月に観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関

する法律（平成二十年法律第三十九号）が成立するなど、地域におい

て観光関連産業全体で自主的な取組を行い、国際競争力の高い魅力あ

る観光地づくりを推進することが望まれていることから、旅館業にお

いても滞在促進のための積極的な取組を行うことが求められている。 

また、旅館業は、設備の改修等の設備投資に際して、借入金を資金

調達する割合が高い業態であり、過剰な設備投資等のため過重債務や

経営不振で困窮を極めている営業者も多い。したがって、債務の圧縮、

経営改善等事業再生を念頭に置き、将来を見通した明確な経営方針を

確立し、利用者の要望の変化に対応し得る供給能力の整備に努める必

要がある。 

安全上及び衛生上の問題に対して、特に注意が必要な業態である。火

災や

しかし、経営形態の変化及び景気の低迷並びに旅館等の飽和状態の

中で、一旅館又はホテルの営業努力では、対応できない部分も多くな

地震に対する備え、衛生的な寝具の提供、浴室等の施設及び設備

の衛生管理、食品衛生については、食品の調理、保存等の衛生的な取

扱いなど、利用者の安全衛生の確保に努めることは、営業者の責務で

ある。 

第二に、旅館業においては、全体としては明確な経営方針が確立さ

れ経営が改善されつつあるものの、一方では、いわゆる「バブル経済

時」における過剰な設備投資等で過大な債務を負っており、バブル崩

壊後十数年を経過した現在でも、過重債務や経営不振で困窮を極めて

いる営業者も多い。したがって、債務の圧縮、経営改善等事業再生を

念頭に置き、将来を見通した明確な経営方針を確立し、利用者の要望

の変化に対応し得る供給能力の整備に努める必要がある。 

また、商品及び情報供給システムの改善、情報収集力の強化、人材

の育成等質的な経営資源の充実に努めるとともに、営業者等の知識及

び技能の高度化を図ることにより付加価値の高い業態への移行を図る

ことが重要である。 

 

第三に、家族的な雰囲気で心のこもった触れ合いを経営の基本とし、

高齢者や障害者を含むすべての利用者や地域住民の人々が、安心して

快適に利用するための配慮がなされた、人に優しい地域の宿づくりを

目指す必要がある。 
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り、地域の中での旅館業同士又は異業種との連携により経営改善を図

ることも考慮する必要がある。 

一方、訪日旅行の容易化と満足度の向上を図るため、訪日外国人旅

行者の受入れの中核である宿泊施設においても

各営業者は、これらを十分に認識し、安全及び衛生水準の向上、付

加価値を創出するための経営改善、高齢者等に配慮した施設及び設備

の改善等に積極的に取り組むことにより、

外国語対応等の体制整

備を行うことにより、外国人宿泊客の受入れを積極的に行うことが期

待される。 

人に優しい施設作りを目指

し、

 

自己の経営能力に適合した経営規模又は営業形態を実現すること

を目標とする。 

第二 旅館業の振興の目標を達成するために必要な事項 

一 営業者が取り組むべき事項 

(一)衛生水準の向上等に関する事項 

営業者は、近年のノロウイルスや新型インフルエンザの発生状況

等に配慮しつつ、公衆衛生の見地から感染症対策の充実を図ること

が要請されている。このため、自店の営業形態、施設及び設備等に

応じた快適な温度及び空気環境の確保、浴室及び浴槽等の清掃の徹

底、清潔な寝具等の提供、食品の衛生的な取扱いの徹底等衛生水準

の維持向上のためのサービスの充実及び強化を図り、利用者が衛生

的で快適な宿泊ができるよう衛生管理に努める必要がある

 

。 

 

 

 

 

 

各営業者は、これらを十分に認識し、安全及び衛生水準の向上、付

加価値を創出するための経営改善、高齢者等に配慮した施設及び設備

の改善等に積極的に取り組むことにより、自己の経営能力に適合した

経営規模又は営業形態を実現することを目標とすることが必要である

 

。 

第二 旅館業の振興の目標を達成するために必要な事項 

一 営業者が取り組むべき事項 

(一)衛生水準の向上等に関する事項 

営業者は、近年の「O一五七を含む腸管出血性大腸菌感染症」や、

新たな感染症等の発生状況等に配慮しつつ、公衆衛生の見地から感

染症対策の充実を図ることが要請されている。このため、自店の営

業形態、施設及び設備等に応じた、快適な温度及び空気環境の確保、

浴室及び浴槽等の清掃の徹底、衛生教育の充実による従業者の資質

の向上、食品の衛生的な取扱いの徹底等衛生水準の維持向上のため

のサービスの充実及び強化を図り、利用者が衛生的で快適な宿泊が
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また、営業者自ら従業員に対し衛生管理に関する模範を示すとと

もに、感染症の予防のために従業員の健康管理にも十分留意し、発

熱等の感染症を疑う症状のある従業員への適切な対応など、

さらに、営業者は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)等の

関係法令に基づき、非常口表示等の防火安全対策を講じ

従業員

に対する正確な衛生教育の徹底及び危機管理体制を整備することが

必要である。 

、従業員の

安全教育の徹底を図

 

るとともに、利用者に対しては安全配慮に関し

適切な情報提供を行う必要がある。 

(二)経営課題への対処に関する事項 

経営課題への対処については、営業者の自立的な取組が前提であ

るが、営業を通じて快適な余暇を提供し、国民生活の向上に貢献す

る観点から、営業者においては、以下に掲げる事項を念頭に置き、

経営の改善に積極的に取り組むことが期待される。 

 

ア 経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項 

旅館業は、多額な設備投資を要し、景気動向の影響を受けやす

い業態であるので、

できるよう衛生管理に努める

営業者は、自店の立地条件、顧客層、経営規

模、営業形態等自店の経営上の特質を十分把握した上で、自店が

どのような顧客層を対象にどのようなサービスを重点的に提供す

るのかという経営方針を明確化することが重要である。 

ものとする

また、営業者自ら従業者に対し衛生管理に関する模範を示すとと

もに、感染症の予防のために従業者の健康管理にも十分留意し、従

業者に対する正確な衛生教育の徹底及び危機管理体制を整備するこ

とが必要である。 

。 

 

さらに、営業者は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)等の

関係法令に基づき、非常口表示等の防火安全対策を講じるとともに、

利用者に対しては安全配慮に関し適切な情報提供を行う必要があ

る。 

 

(二)経営課題への対処に関する事項 

経営課題への対処については、営業者の自立的な取組が前提であ

るが、営業を通じて快適な余暇を提供し、国民生活の向上に貢献す

る観点から、営業者においては、以下に掲げる事項を念頭に置き、

経営の改善に積極的に取り組むことが期待される。 

 

ア 経営方針の明確化及び独自性の発揮 

営業者は、自店の立地条件、客層、経営規模、営業形態等自店

の経営上の特質を十分把握した上で、自店がどのような客層を対

象にどのようなサービスを重点的に提供するのかという経営方針

を明確化することが重要である。 
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また、現在の旅館業は、宿泊機能、飲食機能、レジャー機能、

物販機能等の複数機能を有しているところが多く、営業者は、そ

の機能ごとに評価検証し、サービスの見直しなど、利用者に受け

入れられるサービス提供に努めることが重要であり、既に地域に

定着している旅館・ホテルであっても、顧客層の変化、周囲の競

合店の状況等の情報を収集し、自らの店が利用者に提供すべき付

加価値を見直すなど、常に経営改善について意識するとともに、

将来まで見据えた経営方針を策定する必要がある。 

 

特に、小規模な旅館等においては、営業者や従業員が変わるこ

とがほとんどないため、経営手法が固定的になりやすく、新たな

経営課題が発生した場合に、経営の改善に取り組むことが難しい

面がある。このため、営業者は、都道府県指導センター等の経営

指導機関による経営診断を積極的に活用することが望まれる。 

イ サービスの見直し及び

営業者は、

向上に関する事項 

自店の立地条件や経営方針に照らし、サービスの内

容を見直し、付加価値を高めるよう努めることが必要である。 

経営方針として、特徴のある料理の提供や家庭的な雰囲気を強

調した施設等、各旅館ごとの独自の経営方針のもと他の旅館等と

の「違い」をアピールする必要がある。その中で、利用客のリピ

ート率を高めるために、対価以上と感じるサービスの提供や手ご

ろ感のある

 

料金の設定、季節にあった地元の農水産物等による料

過重債務等により自力での再生不能な場合には、経営力及び営

業力のある第三者や新会社設立による営業譲渡、債権の売却等を

行うことにより、新組織のもとで債務圧縮を図ることも必要であ

る。この場合は、従来の経営者の経営責任を問われることとなる

が、従来の経営者が支配人や新運営会社の代表となることも可能

であり、再生チームの一員として経営の支援に徹する覚悟も必要

となる。 

また、既に地域に定着している店であっても、客層の変化、周

囲の競合店の状況等の情報を収集し、自らの店が利用者に提供す

べき付加価値を見直すなど、経営意識の改革に努めるとともに、

経営方針について将来まで見据えた上で改めて検討

 

する必要が

ある。 

 

イ サービスの見直し及び

営業者は、

メニューの開発 

サービスの向上の意識を持ち、高齢化及び国際化の

進展にも対応できる接客の手引を作成し、これを従業員に周知徹

底させ、利用者の信頼及び好感が得られるよう、サービスの内容

を見直し、付加価値を高めるよう努めることが必要である。例え

ば、対価以上と感じるサービスの提供や手ごろとを感じさせる

料金の設定、いわゆる「リピーター」の獲得を目的とした独自の
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理の提供、利用者の要望に柔軟に対応できる調理体制、食事と入

浴をセットにした日帰りプラン、還暦等の祝を旅館で行う場合な

どの家族向け割引制度や連泊割引制度の導入、館内での各種イベ

ントの企画、オリジナリティのある土産物の販売、受動喫煙防止

への配慮、数種類の浴衣等を顧客に選択させることなど、独自な

サービスの開発が期待される。

さらに、

しかし、リピート率を高めるため

には、サービス内容だけでなく、真心のこもった接客、周辺の観

光地や文化に精通した接客も重要であることを常に意識する必要

がある。 

観光立国実現に向け、「訪日外国人旅行者数を将来的

に三千万人、平成三十一年までに二千五百万人」の目標設定を目

指して、外国人旅行客誘致のためのパンフレットの作成、従業員

の語学研修等に積極的な取組が必要である。

 

特に、韓国、中国等

近隣アジア諸国からの旅行客に対応した体制整備を行うことは、

外国人宿泊客増加のための取組として有効である。 

ウ 施設及び設備の改善

営業者は、

に関する事項 

顧客が安心して施設を利用することができるよう、

ボイラーやエレベーター等の設備を定期的に点検するとともに、

利便性、快適性、環境保全、

 

バリアフリー化を念頭に置いた施設

及び設備の改善に努める必要がある。 

ポイントカードの発行、季節にあった地元の農水産物等の食材に

よる料理の提供、利用者のし好の要望に柔軟に対応できる調理体

制、食事と入浴をセットにした日帰りプラン、家族向け割引制度

や連泊割引制度の導入、館内での各種イベントの企画、オリジナ

リティーのある土産物の販売、数種類の浴衣等を顧客に選択させ

ることなど、新たなサービスの開発が期待される。 

 

また、閑散期対策として、地元企業や市民を対象とした宴会又

は会食の積極的な受入れ、キャンペーン等の期間限定割引、イン

ターネット利用者割引等のメニューの開発も期待される。 

さらに、「観光立国推進戦略会議報告書」(平成十六年十一月三

十日付け観光立国戦略推進会議提言)を踏まえ、外国人旅行客の誘

致のための看板やパンフレット等の作成、環境保全等に配慮した

エコツーリズムなどの

 

積極的な取組も必要である。 

 

 

ウ 施設及び設備の改善 

営業者は、特に今後の利用の増加が見込まれる高齢者等が安心

して利用できるようにするため、安全衛生、利便性、快適性、災

害に対する安全性、利用者の要望の充実等を確保し、バリアフリ

ー化を念頭に置いた施設及び設備の適切な整備を図る必要があ
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また、従業員の安全衛生の確保及び労働条件の改善並びに環境

保全や省エネルギーの観点から、必要な施設及び設備の改善及び

整備に努めることも必要である。 

さらに、営業者は、清潔で衛生的な料理を調理し、保管し、又

は飲食させるために必要な設備及び機器の整備を図るとともに、

食事場所の

 

分煙や禁煙等受動喫煙を防止するために必要な措置を

講ずるように努めなければならない。 

エ 情報通信技術を利用した新規顧客の獲得や顧客の確保

旅館業は比較的、情報通信技術の導入が普及している

に関する

事項 

ことから、

顧客との信頼関係に基づき顧客情報を適正に管理し、その情報を

基に定期的にイベント案内をメール等で配信

 

し、顧客に積極的に

働きかけ、継続的な利用を促すものとする。 

 

 

また、ホームページ等の開設や宿ネット等の宿泊予約サイトの

活用、外国語表示を行うことで外国人旅行客の獲得を目指すなど

、新たな利用者の拡大を図るとともに、外国人旅行客の無断キャ

ンセルに対応するためのギャランティ・リザベーション（クレジ

ットカードで予約を受けた場合、連絡無しに不泊であれば

る。 

一泊分

また、従業者の安全衛生の確保及び労働条件の改善並びに環境

保全や省エネルギーの観点から、必要な施設及び設備の改善及び

整備に努めることも必要である。 

また、営業者は、清潔で衛生的な料理を調理し、保管し、又は

飲食させるために必要な設備及び機器の整備を図るとともに、店

内の

 

分煙や禁煙等受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる

ように努めなければならない。 

エ 情報通信技術を活用した新規顧客の獲得や顧客の確保 

 

旅館業は比較的、情報通信技術の導入が普及しているが、情報

化についての認識が必ずしも十分とは言えない状況にある。営業

者は利用者の要望を把握するため、リアルタイムで直接利用者の

声を聞く体制が重要であり、インターネット上でホームページを

開設することによって双方向の情報交換を行うことや、定期的に

イベント案内のメールを発信

また、宿ネット等の宿泊予約サイトを活用

するなど、情報通信技術を新しい広

告媒体として活用することが必要である。 

して客室稼働率を高

めたり、外国語表示により伝統的な日本旅館等の良さを外国人旅

行客に伝えたりすることにより、新たな利用者の拡大を図ること

も必要である。 
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の宿泊代をカード会社に請求することができる制度）制度の導入

を推進することも必要である。 

さらに、利用者の利便を考慮して、クレジットカードによる決

済サービスや電子マネーによる電子決済サービス等の普及に努め

るものとする。 

 

なお、営業者は、宿泊者名簿等により利用者の個人情報を取り

扱う立場であることを自覚し、個人情報について適正に管理する

ことが必要である。 

オ 表示の適正化と苦情の適切な処理

営業者

に関する事項 

は、提供するサービス内容や料金表示を明確に表示し、

利用者の利便を図るとともに、温泉を利用

 

している営業者にあっ

ては、源泉及び浴槽の温泉成分、循環ろ過や加水等の有無の表示

に努めるものとする。 

 

 

また、国民の安全・安心に対する意識の向上と消費者保護が一

層求められている中で、

 

営業者は、利用者からの意見や苦情に対

しては、誠意をもって対応し、問題の早急かつ円滑な解決に努め

ることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 表示の適正化及び

営業者

苦情の適切な処理 

が、料金表示を行う場合は、その表示の料金が実際に支

払う金額と相違するかのような印象を与え、利用者に誤解及び不

信を招かぬよう分かりやすい料金表示に努めるとともに、それぞ

れの経営の特質に応じた料金の適正化を図ること等により、利用

者に納得及び安心が得られるよう努めるものとする。また、温泉

を使用

営業者は、利用者から意見

している営業者にあっては、源泉及び浴槽の温泉の成分、

循環ろ過や加水等の有無を表示するよう努めるものとする。 

及び苦情に対して適切に対応するこ

とが、利用者の信頼の確保や利用者の要望の動向の把握に資する

ことからも、宿泊サービスに係る利用者の意見及び苦情に対して

は、誠意をもって対応し、問題の早急かつ円滑な解決に努めるこ
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カ 

旅館業の新たな発展を期するためには、接客技術力、調理技術

力、情報収集力等の質的な経営資源を充実させ、経営力の強化を

図る必要があるが、特に人材の育成は、経営力の強化の観点から

重要である。したがって、営業者は、自ら進んで情報の収集、調

理技術の開発、接客技術の向上等自己研さんに努め、職場内指導

を充実するとともに、

人材育成に関する事項 

都道府県指導センターや組合等の実施する

研修会、講習会への参加、技術検定試験の受験、外国人接客のた

めの語学研修等により従業員の資質の向上を図り、その能力を効

果的に発揮できるよう努めるとともに、適正な労働条件の確保に

努めることも必要である。 

 

なお、外国人接客のための語学研修等にあたっては、英語のみ

ならず、韓国語、中国語等近隣アジア諸国の言語についても充実

に努めるほか、在留外国人と交流し、外国人宿泊客とのコミュニ

ケーション能力の向上を図ることは、外国人宿泊客の増加のため

の取組として有効である。 

 

 

 

 

とが必要である。 

 

カ 

旅館業の新たな発展を期すためには、接客技術力、調理技術力、

情報収集力等の質的な経営資源を充実させ、経営力の強化を図る

必要があるが、特に人材の育成は、経営力の強化の観点から重要

である。したがって、営業者は、自ら進んで情報の収集、調理技

術の開発、接客技術の向上等自己研さんに努め、職場内指導を充

実するとともに、

従業者の資質の向上 

従業者に組合等の実施する研修会及び講習会へ

の参加、技術検定試験の受験、外国人接客のための語学研修等を

行わせ、従業者の資質の改善や向上を図り、その能力を効果的に

発揮できるよう努めることが必要である。さらに、従業者に意欲

と働きがいを持たせるよう、

 

適正な労働条件の確保に努めること

も必要である。 

 

 

 

 

キ 経営診断の活用 

営業者は、旅館業においては、経営者が変わることがほとんど

ないため、経営手法が固定的になりやすく、新たな経営課題が発
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キ シルバースター登録制度の推進

シルバースター登録制度とは、高齢者等が快適に過ごせる利用

しやすい宿泊施設の整備を図る必要から、設備、サービス及び料

理面で一定の基準を充足する旅館を対象に、連合会が認定登録す

る制度である。 

に関する事項 

営業者は、高齢者等が安心して利用できる施設整備等の重要性

を認識し、サービス内容を

 

利用者に容易に分かるようシルバース

ターの認定登録を受けるよう努めるものとする。 

 

二 営業者に対する支援に関する事項 

(一)組合及び連合会による営業者への支援 

組合及び連合会においては、営業者における自立的な経営改善の

取組を支援するため、都道府県指導センター等の関係機関との連携

を密にし、以下に掲げるような事項についての取組を行うよう努め

るものとする。 

 

ア 衛生水準の向上のための技術、知識及び意識の向上に関する事

生した場合に、経営の改善に取り組むことが難しい面がある。こ

のため、このような営業者は、都道府県指導センター等の経営指

導機関による経営診断や連合会が運営する経営改善金融委員会を

積極的に活用することが望まれる。 

 

ク シルバースター登録制度の推進 

シルバースター登録制度とは、高齢者等が快適に過ごせる利用

しやすい宿泊施設の整備を図る必要から、設備、サービス及び料

理面で一定の基準を充足する旅館を対象に、連合会が認定登録す

る制度である。 

営業者は、高齢者等が安心して利用できる施設の整備及びサー

ビスの提供に努めるとともに、高齢者等に配慮した施設であるこ

とが

 

利用者に容易に分かるようシルバースターの認定登録を受け

るよう努めるものとする。 

二 営業者に対する支援に関する事項 

(一)組合及び連合会による営業者の支援 

組合及び連合会においては、営業者における自立的な経営改善の

取組を支援するため、都道府県指導センター等の関係機関との連携

を密にし、以下に掲げるような事項についての取組を行うよう努め

るものとする。 
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項 

営業者に対して衛生管理を徹底するための研修会及び講習会の

開催に努める。 

また、連合会が営業者及び従業員の衛生管理の手引として作成

している「旅館・ホテル安心安全管理マニュアル」及びそれに伴

う検定サイト並びに「ここまでやろう新型インフルエンザ予防・

対策」等の普及啓発、衛生管理体制の整備充実

 

に努めるものとす

る。 

イ 施設及び設備の改善に関する事項 

衛生水準の向上、経営管理の合理化及び効率化、利用者の利益

の増進等に対応するための施設及び設備の改善に関する指導助言

及び情報提供に努めるものとする。 

 

また、少子・高齢化社会等や省エネルギー、環境保全に配慮し

た施設及び設備の改善に対しても指導等に努めるものとする。 

ウ 利用者の利益の増進に関する事項 

サービスの適正表示や接客手引及び作業手引の基本マニュア

ル、苦情相談窓口の開設や苦情処理の対応に関するマニュアルの

作成及び見直し、連合会が運営する宿ネットの充実及び普及啓発、

共通利用券の発行、旅行案内所の設置及び施設便覧等の作成

ア 衛生水準の向上のための技術、知識及び意識の向上に関する事

項 

に努

めるものとする。 

衛生管理を徹底するための研修会及び講習会の開催、営業者及

び従業者の衛生管理の手引の作成等による

 

普及啓発、衛生管理体

制の整備充実 

 

 

 

 

イ 施設及び設備の改善に関する事項 

衛生水準の向上、経営管理の近代化、利用者の利益の増進等に

対応するための施設及び設備の改善

 

の推進 

 

 

 

ウ 利用者の利益の増進及び役務の提供方法

サービスの適正表示や

に関する事項 

営業者が自店の特質に応じ作成する接客

手引及び作業手引の基本となるマニュアルの作成、苦情相談窓口

の開設及び苦情処理の対応に関するマニュアルの作成、宿泊施設

に関する利用者への啓発活動、共通利用券の発行、旅行案内所の
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また、国際化に伴う外国人観光客の受入促進のため、語学及び

接遇等の研修の充実及び研修を効率的に行うためのマニュアル作

成に努めるものとする。 

さらに、連合会が実施している還暦等を旅館で祝うキャンペー

ンの推進やシルバースター登録制度の普及及び人に優しい地域

の宿づくり賞(高齢者や障害者を含むすべての利用者や地域住民

の人々が安心して快適に利用するための配慮がなされた施設等に

贈る賞)等の顕彰制度の推進

 

に努めるものとする。 

エ 経営管理の合理化及び効率化に関する事項 

経営管理の合理化等に関する講習会及び研修会、経営環境に関

する情報及び旅館業の将来の展望に関するデータの収集並びにこ

れらの情報提供、クレジットカードによる決済サービスや電子マ

ネーによる電子決済サービス等の推進、事業再生のための調査及

び研究並びに経営オペレーター(事業再生を行うために、経営の専

門的な支援に携わる人)養成の推進

 

に努めるものとする。 

 

オ 営業者及び従業員の技能の改善向上に関する事項 

接客、調理等の基礎的な技術の向上及び効果的な入浴方法の指

導に資するための研修会及び講習会の開催、技能コンテストの開

催及び技能評価制度の検討等教育制度の充実強化

設置及び施設便覧等の作成 

に努めるものと

 

 

 

シルバースター登録制度の普及活動や

 

人に優しい地域の宿づく

り賞(高齢者や障害者を含むすべての利用者や地域住民の人々が

安心して快適に利用するための配慮がなされた施設等に贈る賞)

等の顕彰制度の推進 

 

エ 経営管理の近代化及び合理化に関する事項 

先駆的な経営事例等経営管理の近代化に必要な情報、立地条件

等経営環境に関する情報及び旅館業界の将来の展望に関するデー

タの収集及び整理並びに営業者に対するこれらの情報提供、情報

通信技術による経営近代化システムの構築及び活用、電子決済シ

ステム及びデビットカード

 

の推進、事業再生のための調査及び研

究並びに経営オペレーター(事業再生を行うために、経営の専門的

な支援に携わる人)養成の推進 

オ 営業者及び従業者の技能の改善向上に関する事項 

接客、調理等の基礎的な技術の向上及び効果的な入浴方法の指

導に資するための研修会及び講習会の開催、技能コンテストの開
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する。 

 

カ 取引関係の改善及び事業の共同化等に関する事項 

旅行業等の関連業界との連携強化及び誘客宣伝事業、購入事業

等の事業の共同化及び協業化の企画立案並びに実施に係る指導

 

に

努めるものとする。 

 

 

 

 

キ 従業者の福祉の充実に関する事項 

従業者の労働条件整備、作業環境の改善及び健康管理の充実の

ための支援、医療保険（国民健康保険又は健康保険）、年金保険

（国民年金又は厚生年金保険）及び労働保険（雇用保険及び労働

者災害補償保険）の加入等に係る啓発、組合員等の利用する福利

厚生の充実並びに共済制度（退職金、生命保険等）の整備及び強

化に努めるものとする。 

 

また、男女共同参画社会の推進及び少子・高齢化社会への適切

な対応に配慮した従業者の福祉の充実に努めるものとする。 

ク 事業の承継及び後継者支援に関する事項 

催及び技能評価制度の検討等教育制度の充実強化 

 

 

カ 事業の共同化及び協業化

事業の共同化及び協業化の企画立案

に関する事項 

及び

 

実施に係る指導 

 

 

キ 取引関係の改善に関する事項 

 

旅行業界、機器業界等の関連業界との連携の強化及び共同購入

等取引面の共同化の推進 

ク 従業者の福祉の充実に関する事項 

従業者の労働条件の整備や健康管理の充実のための支援、組合

員等の大多数の利用に資

 

する福利厚生の充実並びに共済制度(生

命保険等)の整備及び強化 
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事業の円滑な承継に関するケーススタディ、成功事例等の経営

知識の情報提供及び後継者支援事業の促進

 

に努めるものとする。 

(二)行政施策及び政策金融による営業者への支援並びに

ア 都道府県指導センターにおいては、組合との連携を密にし、営

業者に対する経営改善のため

利用者の信頼

の向上 

経営指導員、経営特別相談員等によ

る具体的な指導、助言等の支援を行うとともに、利用者からの苦

情や要望に対しても組合及び営業者と連携して対処するなど、

また、保健所をはじめとする都道府県生活衛生営業関係部局と

連携を図り、新規開業者

利

用者の信頼の向上に積極的に取り組むものとする。 

及び未加入事業者

 

に対する組合加入促進

策を講じるものとする。 

イ 財団法人全国生活衛生営業指導センター（昭和五十五年三月二

十四日に財団法人全国環境衛生営業指導センターという名称で設

立された法人をいう。）においては、アの都道府県指導センター

の取組を推進するため、利用者の意見も反映した営業者の経営改

善の取組に役立つデータの収集や整備、営業者へのこれら

 

情報の

提供、苦情処理マニュアルの作成等に積極的に取り組むものとす

る。 

ケ 事業の承継及び後継者支援に関する事項 

事業の円滑な承継に関するケーススタディ等の

 

経営知識の情報

提供の促進 

(二)行政施策及び政策金融による営業者の支援、利用者の信頼性の向

上 

ア 都道府県指導センターにおいては、組合との連携を密にし、営

業者に対する経営改善のための具体的指導及び助言等の支援を

行うとともに、利用者からの苦情及び要望を組合を通じて個々の

営業者に伝え、その営業に反映させるなど、

 

利用者の信頼性の向

上に積極的に取り組むものとする。また、保健所をはじめとする

都道府県生活衛生営業関係部局と連携を図り、新規開業者等に対

する組合加入促進策を講じるものとする。 

 

イ 全国生活衛生営業指導センターにおいては、これらの都道府県

指導センターの取組を推進するため、利用者の意見も反映した営

業者の経営改善の取組に役立つデータの収集や整備、営業者への

当該

 

情報の提供、苦情処理マニュアルの作成等に積極的に取り組

むものとする。 
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ウ 国、都道府県等においては、営業の健全な振興を図る観点から、

旅館業法等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対し、旅館業

に関する監督指導、安全衛生に関する情報の提供その他必要な

 

支援に努めるものとする。 

エ 日本公庫においては、施設及び設備の改善等について、営業者

等が利用しやすい生活衛生資金貸付による融資の実施、災害時に

おける相談窓口の設置等必要な支援を行うとともに、生活衛生関

係営業に係る経済金融事情等の把握、分析及び関係団体への情報

提供に

 

努めるものとする。 

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項 

一 省エネルギーの強化及び環境保全の推進 

営業者は、施設の改修、ボイラー等の機器の購入及び更新に際して

は、省エネルギー性能の高い機器の導入について配慮するとともに、

毎月のエネルギー使用量をグラフ化する等の「見える化」による管理

等営業者及び従業員による取組等により、温室効果ガス排出の抑制に

努めるものとする。 

また、営業活動に伴う水質汚濁、大気汚染、悪臭、騒音等が地域の

環境に悪影響を及ぼさないよう、適正な処理のため、公害防止に係る

 

関係法令等を十分理解し、遵守するとともに、設備の改善等の必要な

措置を講じ、環境の保全に積極的に努めるものとする。 

ウ 国、都道府県等においては、営業の健全な振興を図る観点から、

旅館業法等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対し、旅館業

に関する監督指導、情報の提供その他支援措置

 

に努めるものとす

る。 

エ 株式会社日本政策金融公庫においては、施設及び設備の改善等

について、営業者等が利用しやすい生活衛生貸付による融資の実

施等必要な支援に

 

努めるものとする。 

 

 

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項 

一 環境の保全及びリサイクル対策

 

の推進 

 

 

 

 

営業者は、営業活動に伴う水質汚濁、悪臭、騒音等の公害の発生の

防止及び産業廃棄物の適正な処理のために、公害防止関係法令等を十

分理解し、遵守するとともに、設備の改善等の必要な措置を講じ、環
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旅館業は宿泊客に対して食事を提供する

二 食品循環資源等の再生利用の推進 

ことが多いため、食品残さ

や割り箸等の廃棄物が発生しやすいが、食品廃棄物等の量が多く、食

品循環資源として分別するのに経費等がかかり、リサイクル対策が必

ずしも十分でないため、組合等が営業者に対し十分なリサイクル対策

がなされるよう積極的に支援する必要がある。また、これらの対策は、

住民の生活環境に身近な問題であり、個々の営業者や組合だけでなく、

地方公共団体や自治会が関与しながら、地域と共に

このため、組合及び連合会においては、

取り組むことによ

り、効果的で効率的な取組が可能となる。 

地方公共団体等と連携しな

がら、旅館業における食品資源等を再生利用するための体系を構築す

るとともに、業種を超えた組合間で相互に協力し、組合員以外の営業

者にも参加を促す等の普及啓発を行い、旅館業の営業における環境の

保全やリサイクル対策に関する取組を推進するよう努めるものとする

これらの取組を通じて、旅館業の営業者においては、食品循環資源

の再生利用等の実施率を平成

。 

二十四年度までに四十パーセントに向

上させるよう、食品循環資源の再生利用並びに食品残さ等

 

の発生の抑

制及び減量に努めるものとする。 

 

境の保全に積極的に努めるものとする。 

 

 

なお、旅館業は宿泊客に対して食事を提供するため、食品廃棄物が

発生しやすいが、食品廃棄物の量が多く、食品循環資源として分別す

るのに経費等がかかり、リサイクル対策が必ずしも十分でないため、

組合等が積極的に支援する必要がある。また、これらの対策は、住民

の生活環境に身近な問題であり、個々の営業者や組合だけでなく、地

域の自治体や自治会が関与しながら、地域全体で

 

取り組むことによ

り、効果的で効率的な取組が可能となる。 

このため、組合及び連合会においては、地域の自治体

 

等と連携しな

がら、旅館業における食品資源等を再生利用するための体系を構築す

るとともに、業種を超えた組合間で相互に協力し、組合員以外の営業

者にも参加を促す等の普及啓発を行い、旅館業の営業における環境の

保全やリサイクル対策に関する取組を推進する。 

これらの取組を通じて、旅館業の営業者においては、食品循環資源

の再生利用等の実施率を平成十八年度までに二十パーセントに向上

させるよう、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物の発生の抑制

及び減量に努めるものとする。また、株式会社日本政策金融公庫にお

いては、これらの営業者の取組に対して、生活衛生貸付による融資の
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三 少子・高齢化社会等への対応 

営業者は、人に優しい地域の宿づくりを目指すために、足腰の弱い

高齢者や障害者、乳幼児連れの家族等でも気軽に宿泊できるよう、バ

リアフリー対策に積極的に取り組むとともに、高齢者や幼児が食べや

すい食材を使ったメニューの開発や聴覚障害者向けの振動で知らせる

目覚まし時計、文字放送を放映できるテレビ、エレベーターの点字案

内板やユニバーサルデザインに配慮した

また、高齢者等の健康増進や機能回復のためのリハビリ機能も取り

入れるなど、高齢者等の健康に配慮した取組も期待される。その場合

には、利用者に対する効果的な入浴方法の指導、健康管理のための専

門医師との連携等管理できる体制を整えておくことが重要である。な

お、営業者は、行政等との連携のもとに、生きがい対応型デイサービ

ス事業(高齢者生きがい活動支援通所事業)に参加するなど、地域住民

の福祉の向上に貢献するよう努めるものとする。 

備品の整備など、少子・高齢

化社会における幅広い取組が期待される。 

 

このほか、営業者は、旅館業の施設が身体障害者補助犬法（平成十

四年法律第四十九号）により身体障害者が同伴する身体障害者補助犬

の受入を拒否できないことを十分認識し、対応することが必要である。 

 

 

実施等必要な支援に努めるものとする。 

 

二 少子高齢社会への対応 

営業者は、人に優しい地域の宿づくりを目指すために、足腰の弱い

高齢者や障害者、幼児連れの家族等でも気軽に宿泊できるよう、バリ

アフリー対策に積極的に取り組むとともに、高齢者や幼児が食べやす

い食材を使ったメニューの開発や聴覚障害者向けの振動で知らせる目

覚まし時計、文字放送を放映できるテレビ、エレベーターの点字案内

板等備品の整備など、少子高齢社会における幅広い取組が期待される。 

 

また、高齢者等の健康増進や機能回復のためのリハビリ機能も取り

入れるなど、高齢者等の健康に配慮した取組も期待される。その場合

には、利用者に対する効果的な入浴方法の指導、健康管理のための専

門医師との連携等管理できる体制を整えておくことが重要である。な

お、営業者は、行政等との連携のもとに、生きがい対応型デイサービ

ス事業(高齢者生きがい活動支援通所事業)に参加するなど、地域住民

の福祉の向上に貢献するよう努めるものとする。 

このため、組合及び連合会においては、地域の自治体等と連携しな

がら、生きがい対応型デイサービス事業を推進し、効果的な入浴法を

アドバイスできる人材の養成等に積極的に取り組むとともに、高齢者

等の利便性を考慮した施設の設計やサービスの提供の研究、健康志向

に対応した新しいプログラムの開発等を行うことにより、営業者の取
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四 地域との共生 

営業者は、商店街や温泉街の重要な構成員であることから、地域社

会における行事等に積極的に参加し、地域における防犯活動への協力

や地震等の大規模災害が発生した場合の地域住民への支援など、地域

と共生していくことが望まれる。 

このため、組合及び連合会においても、

また、地場産業と協力し、地域に潜在している食文化や伝統工芸

等の発掘と、その実体験を通じた地域の伝統文化とのふれあいや地

産地消の推進に向け、地場産物を使用した料理を観光客に提供する

など、地域内の関係者と連携を図ることにより、地域の活性化が促

進されることが期待される。 

地方公共団体等と連携しな

がら、地域社会における様々な活動を企画し、指導又は援助を行うこ

とができる指導者の育成に積極的に取り組むとともに、営業者を支援

することが期待される。 

また、

 

業種を超えて相互に協力を推進し、地域における特色ある取

組を支援することが期待される。 

 

 

組を支援することが重要である。 

 

株式会社日本政策金融公庫においては、これら営業者の取組に対し

て生活衛生貸付による融資の実施等必要な支援に努めるものとする。 

三 地域との共生 

旅館業の営業者は、地域にとって集客の促進に必要不可欠なサービ

スの身近な供給者であるとともに、商店街や温泉街の重要な構成員で

もあり、地域社会の活性化に欠くことのできない存在である。 

また、旅館業は、地域住民のつながりの場として期待される役割が

大きいため、営業者においては、例えば、地域と旅館等が一体となっ

たイベントの企画、旅館等施設でのコミュニティ機能を生かした街の

情報発信及び収集の提供など、地域におけるまちづくりに積極的に参

加するとともに、様々な地域社会活動の一翼を担うなど地域と共生し

ていくことが期待される

このため、組合及び連合会においても、業種を超えて相互に協力を

推進し、地域における特色のある取組を支援することが期待される。

。 

特に、「観光立国行動計画」(平成十五年七月三十一日付け観光立国関

係閣僚会議決定)の一環である、「トラディショナル・ジャパン運動」

(旅館業と地場産業等との連携により、宿泊客に対し、古き良き日本の

伝統を衣食住のすべての面で体感してもらう運動)を円滑に展開する

ため、地場産業(商店街や伝統及び工芸産業)等と協力し、地域に潜在

している食文化や伝統工芸等を発掘することや、その実体験を通じた
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地域の伝統文化との触れ合いの場を観光客に提供するために、地域自

治体等と連携を図ることも必要である。また、温泉地にあっては、「温

泉と観光」、「温泉と健康」、「温泉と美容」、「温泉と介護」等を

テーマとした温泉再生フォーラムを開催することや、温泉の専門家を

養成し、地元医療機関における人間ドックや「トラディショナル・ジ

ャパン運動」とを組み合わせた特徴ある街づくりも期待される。 

 


